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「京都滋賀体育学研究」論文審査申し合せ 
 
 
1. 投稿論文の受付 

1) 投稿論文受領後，早期に編集委員会を開き，論文の内容，様式等に問題がなければ，１論文に
つき編集担当委員１名と審査員２名を決定する．原著論文，資料，実践研究，短報のすべてに
おいて査読を行う． 

2) 著者及び共同研究者は，その論文の審査には当たらない． 

3) 編集委員が著者である場合，その論文の審査に関して，当該編集委員は，その任にあたらない． 
 
 

2. 投稿論文の審査依頼（第 1 回審査） 

1) 編集担当委員から以下の３種類の文書ファイルと共に審査員へ査読の依頼をする． 

（１）審査依頼書 

（２）論文審査注意事項 

（３）審査報告書 
 
 

3. 投稿論文の審査 

1) 審査の依頼を受けた審査員は審査に困難を生じた場合，理由を付して 1 週間以内に編集委員会
に返送する． 

2) 審査員は論文をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階に評定し，コメントを付して，３週間以内に編集委員
会に返却する． 

3) ４段階とは，以下のとおりである． 

Ａ：掲載可 

Ｂ：修正再審査 

Ｃ：掲載不可 

Ｄ：審査困難 

4) 論文種別の変更を前提とした評定は行わない．例えば，原著論文に対して，「資料としてＢ」
という判定は行わない． 

 
 
4. 投稿論文の審査回数 

1) 審査員は３回目の審査（再修正投稿論文）までに，掲載の可否を決定する．つまり，３回目の
審査ではＡあるいはＣの評定を行う． 

 
 
 



5. 編集委員会としての判定 

1) 編集委員会は，２名の審査員の判定に基づき，掲載の可否を以下のように決定する． 

（Ａ，Ａ）の場合「掲載可」 

（Ａ，Ｂ），（Ｂ，Ｂ）の場合「修正再審査」 

（Ｃ，Ｃ）の場合「掲載不可」 

2) （Ａ，Ｃ），（Ｂ，Ｃ）の場合，編集委員会で３人目の審査員を決定後，審査を依頼し，３名
の査読結果をもとに委員会として判定する．３名の審査員の評定結果において２名の審査員か
らＣの評定が付いた場合には，「掲載不可」とする． 

3) 第３の審査員に対しては，審査結果が論文の取捨を決定する３人目の判定であることを伝える．
また，先の２名の審査員の審査報告書を参照できることも説明し，希望があれば匿名で開示す
る． 

 
 
6. 投稿者への連絡 

1) 「掲載可」および「掲載不可」の場合は，担当編集委員が所見を作成し，編集委員会による審
議を行う．その審査結果および全審査員の判定と審査コメントを投稿者に送付する． 

2) 「修正再審査」の場合は，全審査員の判定と審査コメントを投稿者に送付し，論文の修正・再
提出を求める．第３の審査員になった場合にも，判定結果に係わらず３名すべての審査報告を
投稿者に送付する．ただし，投稿者に「Ｂ」評定に対する修正対応を求める． 

3) 編集担当委員から以下の２種類の文書を投稿者に送る． 

 (１)編集委員会としての判定報告書 

 Ｂ判定の場合は，念のため以下の例のように種別を明記する． 
原著論文の場合：「Ｂ：原著論文として修正の後，再審査」 

 Ｃ判定の場合は，希望する種別論文に対しては掲載不可の結果を文書で伝え，種別を変更
して再投稿する場合は，掲載が次号になる場合があることを伝える． 

  (２)審査結果報告書（事例報告１通；その他２通；上項５-2）の場合：３通） 

4) 修正原稿提出の締切日は，通知日から３週間後とする． 
 
 
7. 審査員への再審査依頼（第２・３回審査） 

1) 修正論文が届いた時点で，編集担当委員からＢ判定の審査員に対し，以下の文書で再審査の依
頼をする．再審査報告の期日については，文書の日付から３週間後とする． 

  （１）再審査依頼書 

  （２）再審査報告書 
 
 

8. 編集委員会としての再判定 

1) ２名の査読者の判定がＡとなった場合，掲載可の判定報告書を投稿者に送る．再審査でＢ判定
があった場合，再々審査により，最新号への掲載が保証できないことを伝える． 
 
 
 
 



9. 受付日と受理日の掲載 

1) 編集委員会において，投稿が受け付けられた日を受付日，掲載可と判定された日を受理日とし，
各論文の最終ページに掲載する．通常年 1回の発行予定であるため，論文受理時期によっては
次巻に回る場合もある． 
 
 

10. 申し合わせを変更するときは理事会に諮る． 


